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１　はじめに
知的財産権に関係する訴訟、とりわけ特許侵害訴
訟や特許無効審判の審決取消訴訟では、どのような
構造の物が存在するのか、ある操作をするとどのよ
うな結果が得られるのかといった文献に記載されて
いない事実を立証する必要が生じる場面があります。
このような場合に、公証人に、立証したい事実が存
在する現場に立ち会ってもらい、公証人が認識した

事実を「事実実験公正証書」という公正証書として
記載・作成してもらうことができます。
例えば、特許侵害訴訟の原告が、被告製品が原告
特許に係る発明の技術的範囲に含まれることを立証す
るため、被告製品の構造や動作を公証人に見てもらい、
公正証書にする場合があります。また、特許侵害訴訟
の被告が、原告の特許が無効であることを立証する場
合、文献の記載内容を根拠とするのであれば文献を

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士 後藤　直之

知財訴訟における事実実験公正証書の知財訴訟における事実実験公正証書の
利用と争点（上）利用と争点（上）

☆知財訴訟における事実実験公正証書の利用と争点（上）⑴


